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TAMAセントラルパークJV
水辺のマルシェスペシャル　物販部門　出店規約

第1条（目的）
この規約は、多摩中央公園で開催されるイベントにおいて、物販の出店に関するルールを定め、公平で円滑な運営を図ることを目的とします。

第2条（出店資格）
公募に応募できるのは、物品販売を希望する事業者および個人（一般市民を含む）に限ります。  
（※企業や商業団体による宣伝活動を目的とした出店は対象外となります。）

第3条（応募方法）
応募は、指定の申込フォームに必要事項を記入のうえ、締切日までに提出してください。
事務局は、応募内容を審査し、出店者を決定します。選考結果は応募者全員に通知します。

第4条（出店料）
本イベントは全面開園前の実験的なイベントになるため、出店料は無料とします。
なお、令和7年4月以降に同様のイベントを開催する際は、出店料を徴収する予定です。

第5条（備品貸出）
希望する出店者には、以下の備品を貸出します。なお、備品の貸出は数に限りがあります。可能な限りご自身で持参頂くようお願い致します。
1 テント（2.5m×2.5m）：
多くの出店者の方が利用できるよう1組につき1張りを基本とします。　
2 長机（幅180cm、奥行45cm、高さ70cm）：
多くの出店者の方が利用できるよう1組につき1脚を基本とします。　
3 パイプ椅子：
多くの出店者の方が利用できるよう1組につき2脚を基本とします。　
※基本の数以上の貸出を希望する場合は要相談とします。ご要望にお応え出来かねる場合がございますので、予めご了承ください。

第6条（出店場所・設置）
出店場所は事務局が指定し、出店者には事前に通知されます。
設置は、イベント当日の指定された時間内に完了してください。撤収も同様に指定時間内に行ってください。

第7条（販売品目）
事前に申告された品目のみの販売が許可されます。申告していない品目の販売は事務局の許可がない限り禁止されます。法令に違反する物品、公序良俗に反する物品の販売は禁止します。

第8条（食品の販売）
食品を扱う場合は食品営業許可・菓子製造許可等イベント販売に必要な書類の事前提出が必須条件です。パッケージ済みでない食品のテントでの製造販売はできません。
 
第9条（安全対策）
出店者は、販売品の陳列や管理において安全に配慮してください。
イベント中に発生した事故やトラブルについて、出店者は適切に対処し、事務局に報告してください。

第10条（禁止事項）
事務局の許可なく、他の場所への移動や指定場所外での営業は禁止します。
大声での呼び込みや他の出店者・来場者に迷惑をかける行為は禁止します。

第11条（違反・制裁）
規約に違反した場合、事務局は出店停止や退場を命じることができます。これにより生じた損害については、出店者が責任を負うものとします。

第12条（免責事項）
事務局は、天災、事故、その他の不可抗力によりイベントが中止された場合、その責任を負いません。また、出店者が被る損害については、事務局は一切の責任を負いません。

第13条（規約の変更）
事務局は、事前の通知を行ったうえでこの規約を変更する権利を有します。

